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１４：１５～１５：１５

子どもとの対話から始まる
特別支援教育

～学校教育における合理的配慮提供の考え方～



１ 特別支援教育の基礎的知識



学習指導要領改訂の考え方

主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び
対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求
められる資質･能力を育成
知識の量を削減せず，質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共」の
新設など
各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており，
そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養
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特別支援教育について

○ 障害のある子供については、障害の状態に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、

自立と社会参加に必要な力を培うため、一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な
指導及び必要な支援を行う必要がある。

○ このため、障害の状態等に応じ、特別支援学校（※1）や小・中学校の特別支援学級（※2） 、

通級による指導（※3）等において、特別の教育課程、少人数の学級編制、特別な配慮の

下に作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備

などを活用した指導や支援が行われている。

○ 特別支援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要と

する子供が在籍する全ての学校において実施されるものである。

（※1）特別支援学校
・ 障害の程度が比較的重い子供を対象として教育を行う学校。公立特別支援学校（小・中学部）の１学級の標準は６人
（重複障害の場合３人）。対象障害種は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱（身体虚弱を含む）。

⇒平成19年４月から、児童生徒等の障害の重複化等に対応した適切な教育を行うため、従来の盲・ 聾・養護学校の
制度から複数の障害種別を対象とすることができる特別支援学校の制度に転換。

（※2）特別支援学級
・ 障害のある子供のために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を標準（公立））。知的障害、
肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級がある。

（※3）通級による指導
・ 小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対して、ほとんどの授業（主として各教科などの指導）
を通常の学級で行いながら、週に１単位時間～８単位時間（LD、ADHDは月１単位時間から週８単位時間）程度、障害
に基づく種々の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態。対象とする障害種は言語障害、
自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、ADHD、肢体不自由及び病弱・身体虚弱。
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発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン（平成２９年３月）
～発達障害等の可能性の段階から ，教育的ニーズに気付き ，支え ，つなぐために～

障害者権利条約の批准や学校教育法等の改正に伴い，全ての学校，全ての学級において障害のある児童
等に対する特別支援教育を行うことが求められていることを踏まえ，校内委員会の運営、特別支援コー
ディネーターの活用，「個別の教育支援計画」の策定・活用など，教育委員会や学校等における教育支援
体制の整備のための要点を示したもの。

趣旨

本ガイドラインは，平成16年に公表した「小・中学校におけるＬＤ，ＡＤＨＤ，高機能自閉症の児童生徒へ
の教育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」を全面的に見直したもの。主な変更点は以下の通り。

（対象とする児童等の拡大）
・ 対象を，発達障害のみならず，障害により教育上特別の支援を必要とする全ての児童等に拡大。

（対象とする学校の拡大）
・ 対象とする学校に，幼稚園及び高等学校等も加え，幼稚園から小学校，中学校から高等学校など，個別

の教育支援計画等を活用した学校間での情報共有（引継ぎ）の留意事項を追記。
・ 特別支援学校のセンター的機能の活用やその際の留意事項等を追記。

（対象とする教職員の拡大）
・ 児童等の健康状態を把握する養護教諭に求められる役割等（学校医や医療機関との連携，健康診断や保

健指導における配慮など）を追記。通常の学級の担任・教科担任や特別支援教育コーディネーター、通級
による指導担当者、特別支援学級担任等の記載も充実。

旧ガイドラインからの主な変更点

以下の５部構成とし，設置者，校長，教員等の役職等ごとに具体的な役割等を記載。

第１部 概論（導入編）
第２部 設置者用（都道府県・市町村教育委員会等）
第３部 学校用

○ 校長（園長を含む）用
○ 特別支援教育コーディネーター用
○ 通常の学級の担任・教科担任用
○ 通級担当教員，特別支援学級担任及び養護教諭用

内容構成

第４部 専門家用
○ 巡回相談員用
○ 専門家チーム用
○ 特別支援学校用（センター的機能）

第５部 保護者用



２ 合理的配慮と基礎的環境整備
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近年の特別支援教育に関する動向②
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第２４条 教育

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の

均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の教育制度（inclusive education 
system at all levels）及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的と

する。

(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、

基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

(b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度

まで発達させること。

(c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。

(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度（general education system）から排除されないこと

及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除

されないこと。

(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、

質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができる

こと。

(c) 個人に必要とされる合理的配慮（reasonable accommodation）が提供されること。

(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受ける

こと。

(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で

個別化された支援措置がとられること。

３ 教育部分（和文）

障害者の権利に関する条約（教育関係）



１．共生社会の形成に向けて
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築、インクルーシブ教育システム構築のための

特別支援教育の推進、共生社会の形成に向けた今後の進め方

２．就学相談・就学先決定の在り方について
早期からの教育相談・支援、就学先決定の仕組み、一貫した支援の仕組み、就学相談・就学先決定に係る

国・都道府県教育委員会の役割

３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその

基礎となる環境整備

「合理的配慮」について、「基礎的環境整備」について、学校における「合理的配慮」の観点、「合理的配慮」の充実

４．多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進

多様な学びの場の整備と教職員の確保、学校間連携の推進、交流及び共同学習の推進、関係機関等の連携

５．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
教職員の専門性の確保、各教職員の専門性、養成・研修制度等の在り方、教職員への障害のある者の採用・

人事配置

中央教育審議会初等中等教育分科会報告（平成２４年７月）
～共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進～

内 容



３．障害のある子供が十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備

（１）「合理的配慮」について

○ 条約の定義に照らし、本報告における「合理的配慮」 とは、「障害のある子供が、他の子供

と平等に 「教育を受ける権利」 を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び

学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子供に対し、その状況に

応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」 であり、「学校の設置者及び学校

に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義

した。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」 の否定は、障害を理由と

する差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。

○ 障害のある子供に対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は全国
規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ
行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶ
こととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基
に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子供に対し、その状況に応じて、「合理
的配慮」を提供する。

○ 「合理的配慮」の決定に当たっては、障害者の権利に関する条約第２４条第１項にある、
人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで
発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするといった目的に合致するかどうか

の観点から検討が行われることが重要である。

中教審初中分科会報告 概要（合理的配慮について①）



「合理的配慮」と「基礎的環境整備」 ： 障害のある子供に対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、
国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う。
これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの
環境整備は、その整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校におい
て、障害のある子供に対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。

基礎的環境整備（８観点）
①ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用
②専門性のある指導体制の確保
③個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導
④教材の確保
⑤施設・設備の整備
⑥専門性のある教員、支援員等の人的配置
⑦個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導
⑧交流及び共同学習の推進

合理的配慮と基礎的環境整備

学校における合理的配慮の観点（３観点１１項目）
①教育内容・方法
①－１ 教育内容

①－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮
①－１－２ 学習内容の変更・調整

①－２ 教育方法
①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮
①－２－２ 学習機会や体験の確保
①－２－３ 心理面・健康面の配慮

②支援体制
②－１ 専門性のある指導体制の整備
②－２ 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発を図るため

の配慮
②－３ 災害時等の支援体制の整備

③施設・設備
③－１ 校内環境のバリアフリー化
③－２ 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・

設備の配慮
③－３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

合理的配慮と基礎的環境整備の関係

国、都道府県、市町村,
学校等による
環境整備
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例）美容院での工夫
（Peace of Hair：

京都市伏見区）



本人・保護者 学 校 市町村教委・外部機関等

相談窓口（学級担任、特別支援教育コーディネーターなど）
⇒ 学校だより等による窓口の周知（情報提供も）

○特別支援学校のセンター的機能

○市町村教育委員会 （教育支援
委員会を含む）

○都道府県教育委員会（教育支援
委員会を含む）

○学校法人の法務部局など

○各自治体の障害者差別解消支援
地域協議会

○文部科学省所管事業分野に係る
相談窓口

○上記のほか、行政相談員による
行政相談やあっせん、法務局、
地方法務局、人権擁護委員に
よる人権相談等による対応 など

【参考にできるもの（WEBに掲載）】

※（独）国立特別支援教育総合研究
所のインクルＤＢ、教材ポータル

※文部科学省対応指針（別紙１記載
の合理的配慮等の具体例など）

※中教審初中分科会報（H24.7）の
合理的配慮に関する３観点１１
項目及び別表（１～１１）記載例

※（独）日本学生支援機構の「大学
等における学生への支援・配慮事
例」等

※内閣府の合理的配慮等具体例
データ集 など
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校内の相談支援体制整備（校長のリーダーシップ）
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応
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・
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・
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・
活
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な
ど

各学校における合理的配慮の提供のプロセス（対応指針等を基にした参考例）

途切れることのない一貫した
支援の提供・引き継ぎ

適切と思われる配慮を提案するための建設的対話の働きかけ

※人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神
的及び身体的な能力等を可能な 最大限度まで
発達させ、自由な社会に 効果的に参加すること
を可能とすると いった目的に合致するかどうか。

決定

個別の教育支援計画等への明記 （作成）

合理的配慮の提供

定期的な評価

柔軟な見直し

・ 実態把握
・ 合理的（必要かつ適当な変更・調整）か
どうか、 障害者権利条約（第24条第1項）
の目的（※） に合致するかどうか
・ 過重な負担かどうか
・ 申出を踏まえた、合理的配慮の内容の
検討（代替案の検討を含む）

調整（学級担任等を中心に〔学校事情による〕）

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

本人・保護者
から合理的
配慮の申出

意思の表明

（観点）十分な教育が提供できているか

＝

合
意
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成
に
向
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た
、
本
人
・

保
護
者
と
の
建
設
的
対
話

・ 学級担任等と本人・保護者による合意
形成が困難な場合、校内委員会を含む
校内体制への接続、組織的な対応

・ 過重な負担等に当たると判断した場合、
本人・保護者に理由を説明し、理解を
得るよう努める

・ 校内体制での対話による合意形成が
困難な場合、市町村教委ほか外部機関
等を活用しつつ、障害者差別解消法の
趣旨に即して適切に対応

報
告
（
共
有
）
・
組
織
的
対
応

な
ど

→←



３ 障害者差別解消法と対応指針



障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

差別的取扱いの禁止

法的義務

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

国・地方公共団体等（国公立学校など）
民間事業者（私立学校など）

合理的配慮の不提供の禁止
国・地方公共団体等（国公立学校など） 法的義務

努力義務

政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定〔H27.2〕）
● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※

● 事業者 ⇒ 主務大臣が事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

紛争解決・相談 ● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実

※ 地方の策定は努力義務

地域における連携 ● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携

啓発活動 ● 普及・啓発活動の実施

情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供

民間事業者（学校法人など）

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁止

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何人も、障害者に対して、障害
を理由として、差別することそ
の他の権利利益を侵害する行為
をしてはならない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。

国は、第一項の規定に違反する行為の
防止に関する啓発及び知識の普及を図
るため、当該行為の防止を図るために
必要となる情報の収集、整理及び提供
を行うものとする。

※内閣府作成資料

具体的な対応



第１ 趣旨

第２ 不当な差別的取扱い及び
合理的配慮の基本的な考え方

第３ 相談体制の整備

第４ 研修・啓発

第５ 文部科学省の相談窓口

別紙１ 具体例

別紙２ 分野別の留意点

総則

各論

⇒対象となる「障害者」とは

対応指針の地図

⇒個別具体の事案で困った時に

⇒「正当な理由」とは

⇒「過重な負担」とは

⇒総則だけでは分からないこと

具体例



＜第２ 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方＞

①不当な差別的取扱い
障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を

拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付
さない条件を付すことなどにより、権利利益を侵害すること。

【不当な差別的取扱いに当たり得る具体例】 （別紙１より）

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、窓口対応を拒否し、又は対応の
順序を劣後させること。

○ 学校への入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講や研究指導、実習等校外教育活動、
入寮、式典参加を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。

○ 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学
習評価の対象から除外したり、評価において差を付けたりすること。

【不当な差別的取扱いに当たらない具体例】 （別紙１より）

○ 学校、社会教育施設、スポーツ施設、文化施設等において、合理的配慮を提供等するために
必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者である利用者に障害の状況等を確認すること。

○ 障害のある幼児、児童及び生徒のため、通級による指導を実施する場合において、また特別
支援学級及び特別支援学校において、特別の教育課程を編成すること。
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（２）合理的配慮

（合理的配慮の基本的な考え方）

障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に
おいて、その実施に伴う負担が過重でないときは、社会的障壁の除去の実施について
必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来
の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会
の提供を受けるためのものであること及び事業の目的・内容・機能の本質的な変更に
は及ばないことに留意する必要がある。

合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況
に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、当該障害者が現に置かれている
状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、過重な負担の
基本的な考え方に掲げた要素（※後述）を考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設
的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる
ものである。

さらに、合理的配慮の内容は、技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得る
ものである。合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮
するものとする。



（２）合理的配慮（続き）

意思の表明が困難な障害者が家族やコミュニケーションを支援する者を伴っておら
ず、
本人の意思の表明もコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明
も困難であることなどにより、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的
障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑み、当該障害
者に対して適切と思われる配慮を提案するために建設的対話を働きかけるなど、自主
的な取組に努めることが望ましい。

（過重な負担の基本的な考え方）

過重な負担については、関係事業者において、個別の事案ごとに、以下の要素等を
考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。
個別の事案ごとに具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、一般的・抽象的な

理由に基づいて過重な負担に当たると判断することは、法の趣旨を損なうため、適当
ではない。関係事業者は、個別の事案ごとに具体的な検討を行った上で過重な負担
に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう
努めることが望ましい。

① 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）

② 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）
③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況



【合理的配慮に当たり得る配慮の具体例】

○ 聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減するなど、個
別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更すること

○ 子供である障害者又は知的障害、発達障害、言語障害等により意思疎通が困難な障害者に対し、
絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等のICT機器の活用や、質問内容を「は
い」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・
自己決定を支援したりすること

○ 学校、文化施設等において、板書やスクリーン等がよく見えるように、黒板等に近い席を確保する
こと。

○ 入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、
試験時間の延長、点字、拡大文字や音声読み上げ機能の使用等を許可すること

○ 読み・書き等に困難のある児童生徒等のために、授業や試験でのタブレット端末等のICT機器使用
を許可したり、筆記に代えて口頭試問による学習評価を行ったりすること。

○ 学校生活全般において、適切な対人関係の形成に困難がある児童生徒等のために、能動的な
学習活動などにおいてグループを編成する時には、事前に伝えたり、場合によっては本人の意向を
確認したりすること。また、こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面におい
て、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対
応したりすること。

（初等中等教育段階については、） 具体例のほか、Ｈ２４の中教審初中分科会報告において整理され
た合理的配慮の観点や障害種別の例 及び独立行政法人国立特別支援教育総合研究所が運営
する「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」や「特別支援教育教材ポータルサイト」も
参考とすることが効果的である。
なお、これらに示されているもの以外は提供する必要がないということではなく、一人一人の障害

の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。



（例）①－２－１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮するとともに、教材（ＩＣＴ及び補助用具を含
む）の活用について配慮する。

視覚障害
見えにくさに応じた教材及び情報の提供を行う。（聞くことで内容が理解できる説明や資料、拡大コピー、拡大文字を用いた資料、触るこ
とができないもの（遠くのものや動きの速いもの等）を確認できる模型や写真 等）また、視覚障害を補う視覚補助具やICTを活用した情
報の保障を図る。（画面拡大や色の調整、読み上げソフトウェア 等）

聴覚障害
聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供を行う。（分かりやすい板書、教科書の音読箇所の位置の明示、要点を視覚的な情報で提示、
身振り、簡単な手話等の使用 等）また、聞こえにくさに応じた聴覚的な情報・環境の提供を図る。（座席の位置、話者の音量調整、机・
椅子の脚のノイズ軽減対策（使用済みテニスボールの利用等）、防音環境のある指導室、必要に応じてFM式補聴器等の使用 等）

知的障害
知的発達の遅れに応じた分かりやすい指示や教材・教具を提供する。（文字の拡大や読み仮名の付加、話し方の工夫、文の長さの調整、
具体的な用語の使用、動作化や視覚化の活用、数量等の理解を促すための絵カードや文字カード、数え棒、パソコンの活用 等）

肢体不自
由

書字や計算が困難な子供に対し上肢の機能に応じた教材や機器を提供する。（書字の能力に応じたプリント、計算ドリルの学習にパソコ
ンを使用、話し言葉が不自由な子供にはコミュニケーションを支援する機器（文字盤や音声出力型の機器等）の活用 等）

病弱
病気のため移動範囲や活動量が制限されている場合に、ＩＣＴ等を活用し、間接的な体験や他の人とのコミュニケーションの機会を提供
する。（友達との手紙やメールの交換、テレビ会議システム等を活用したリアルタイムのコミュニケーション、インターネット等を活用した疑
似体験 等）

言語障害 発音が不明瞭な場合には、代替手段によるコミュニケーションを行う。（筆談、ＩＣＴ機器の活用等）

自閉症・情
緒障害

自閉症の特性を考慮し、視覚を活用した情報を提供する。（写真や図面、模型、実物等の活用）また、細かな制作等に苦手さが目立つ場
合が多いことから、扱いやすい道具を用意したり、補助具を効果的に利用したりする。

学習障害
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供する。（文章を読みやすくするために体裁を変える、拡大文字を用い
た資料、振り仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える 等）

注意欠陥
多動性障
害

聞き逃しや見逃し、書類の紛失等が多い場合には伝達する情報を整理して提供する。（掲示物の整理整頓・精選、目を合わせての指示、
メモ等の視覚情報の活用、静かで集中できる環境づくり 等）

重複障害
（視覚障害と聴覚障害）障害の重複の状態と学習の状況に応じた適切なコミュニケーション手段を選択するとともに、必要に応じて状況
説明を含めた情報提供を行う。（補聴器、弱視レンズ、拡大文字、簡単な手話の効果的な活用 等）

○合理的配慮の観点毎の障害種別の例示配慮 （中教審初中分科会報告より）

※障害種別に応じた「合理的配慮」は、すべての場合を網羅することはできないため、その代表的なものと考えられるものを例示して
おり、これ以外は提供する必要がないということではない。「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて
決定されるものである。



趣 旨

【不当な差別的取り扱い、合理的配慮等の具体例】
１ 不当な差別的取扱いに当たり得る具体例
障害のみを理由として、以下の取扱いを行うこと。
〇 学校への入学の出願の受理、受検、入学、授業等の受講や研究指導、実習等校外教育活動、入寮、式典参加
を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。

〇 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象
から除外したり、評価において差を付けたりすること。

３ 合理的配慮に当たり得る配慮の具体例
（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例
〇 入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、

点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。
「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針（平成27年11月9日告示）抜粋」

高等学校入学者選抜における障害のある生徒への配慮について

1,301 1,285 
1,489 

1,862 
2,020 2,156 

H26 H27 H28 H29 H30 H31

公立高等学校入学者選抜において障害等のある

生徒に対して配慮を行った学校数
【障害者差別解消法】
〇 不当な差別的取扱いの禁止
国・地方公共団体（国公立学校を含む。）⇒ 法的義務
事業者（学校法人など） ⇒ 法的義務
（例）入学の出願の受理、受検、入学を拒否

〇 合理的配慮の提供
国・地方公共団体（国公立学校を含む。）⇒ 法的義務
事業者（学校法人など） ⇒ 努力義務
（例）別室での受験、試験時間の延長

施行：平成２８年４月１日
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高校入試時における合理的配慮の提供も視野に入れた、
中学校の定期試験におけるＩＣＴ支援機器活用の例

（テストにおける配慮の内容）
① 教科によっては、ルビ付きの問題用紙を使用。
② 国語等のテストにおいては、事前に教師が問題文を録音し、タブレット
端末（ビデオ機能）を使って読み上げ。
⇒ 別室において一人でテストを受け、タブレット端末は本人が操作。

（生徒の状況）
通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある（読み書きに顕著な困難がみられる）生徒Ａ（中学1年生）は、
通級による指導を受けている。授業中、時間内に板書を写すことが難しく、また、テストでは時間が足りずに力を発揮で
きていない様子がみられた。
授業の内容が理解できていないわけではないが、テストによる評価が正当に表れていないと考えられたため、本人の学習
意欲の維持が心配されることが懸念された。

合理的配慮内容の決定・提供について、通級指導教室を利用しなが
ら、全教員でプロセスを検討

※発達障害の可能性のある児童生徒の多様な特性に応じた合理的配慮研究事業（文部科学省委託事業）

（高校入試を実施側に求められる対応）
〇 医師の診断書の発行に時間を要する場合等もあることから、申請方法等の明確化を図ること。
⇒ 申請方法（申請時期、申請先、必要な書類など）、決定時期、再申請の方法など

〇 合理的配慮は一人一人の障害の状態や教育的ニーズに応じて決定されるものであることから、申請を不許可とする
場合は、その理由を具体的に説明する必要があること。

〇 受験上の配慮事項を決定するにあたっては、中学校において行われている配慮や支援の内容が参考になることから、
中学校と高等学校が連携を図るなどして、積極的に情報共有を行うこと。

本取組の詳細は、追って「インクルＤＢ（インクルーシブ教育システム構築支援データベース）独立行政法人国立特別支援教育総合研究所」にアップ予定で
す。



大学入学共通テストで、2021年１
月17日午後９時現在、４人の不正行為
が発覚。
・マスクを正しく着用しない
・カンニングペーパー
・試験終了後のマークシート記入
・国語で定規を使用

2021年１月17日（日）YAHOO!ニュースを田中が要約

事例：大学入学共通テスト



【参考】障害者差別禁止指針 概要（H27.3厚労省告示）

改正障害者雇用促進法に基づくもの

（１）基本的な考え方

○ 対象となる事業主の範囲は、すべての事業主。

○ 障害者であることを理由とする差別 （直接差別） を禁止。
（車いす、補助犬その他の支援器具などの利用、介助者の付き添いなどの利用を理由とする不当な不利益取扱いを含む）

○ 事業主や同じ職場で働く者が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要。

（２）差別の禁止

○ 募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目において、障害者であることを

理由に障害者を排除することや、障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが差別に

該当する。

【募集・採用における差別の例】
・ 障害者であることを理由として、障害者を募集又は採用の対象から排除すること。
・ 募集又は採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。

・ 採用の基準を満たす者の中から障害者でない者を優先して採用すること。

○ ただし、次の措置を講ずることは、障害者であることを理由とする差別に該当しない。

・ 積極的差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果、異なる取扱いを行うこと。
・ 合理的配慮の措置を講ずること。 など



４ よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点



自分自身・相手の
得意、不得意を把握していますか？

例）得意分野は？ 苦手分野は？
自分・相手の性格は？

その前に・・・



1． 特別支援教育の理念
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる
力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行うものである。

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の
障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、
特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての
学校において実施されるものである。

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への
教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを
認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会
の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の
社会にとって重要な意味を持っている。

2． 校長の責務（リーダーシップの発揮）

3． 特別支援教育を行うための体制の整備及び
必要な取組

（1） 特別支援教育に関する校内委員会の設置

（2） 実態把握

（3） 特別支援教育コーディネーターの指名

（4） 関係機関との連携を図った「個別の
教育支援計画」の策定と活用

（5） 「個別の指導計画」の作成

（6） 教員の専門性の向上

特別支援教育の推進について（平成19年4月1日初等中等教育局長通知）

4． 特別支援学校における取組

（1） 特別支援教育のさらなる推進

（2） 地域における特別支援教育のセンター的
機能

（3） 特別支援学校教員の専門性の向上

5． 教育委員会等における支援

6． 保護者からの相談への対応や早期からの連携

7． 教育活動等を行う際の留意事項等

（1） 障害種別と指導上の留意事項

（2） 学習上・生活上の配慮及び試験などの
評価上の配慮

（3） 生徒指導上の留意事項

（4） 交流及び共同学習、障害者理解等

（5） 進路指導の充実と就労の支援

（6） 支援員等の活用

（7） 学校間の連絡

8． 厚生労働省関係機関等との連携



よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点（１）

１ 校長の責務
校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施

の責任者として、自らが特別支援教育や障害に関する認
識を深めるとともに、リーダーシップを発揮しつつ、次に述
べる体制の整備等を行い、組織として十分に機能するよ
う教職員を指導することが重要である。

また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別
な支援を必要とする幼児児童生徒の将来に大きな影響を
及ぼすことを深く自覚し、常に認識を新たにして取り組ん
でいくことが重要である。

特別支援教育の推進について（通知）平成19年4月



１ 子供の実態把握

２ 家庭、学校、福祉の連携

３ 子どもの将来像の共有

※ 本人の考えの重要性

判断するための情報提供の工夫

よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点（２）



１）連携の目的の共有

２）意見は違って当たり前（意見が違
うから連携するという前提の理解）

３）相手に伝わるように伝える

４）相手へのリスペクトと信頼

よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点（３）



よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点（４）

子供の代弁者として

・感情論ではなく、制度論で依頼する

・「なぜ」を考える

・メモを残し、相手と共有する

・代替案を示す

・諦めない などなど



Outreach

お互いに半歩踏み出す勇気を

よりよい合理的配慮を
提供するための大切な視点（５）
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